
 

神戸市公告 

マン ショ ン の建替え等の円滑化に関する 法律（ 平成 14 年法律第 78 号） 第９ 条第１ 項の規定

によ り 、森後ハイ ツ マン ショ ン 建替組合の設立を 認可し まし たので，同法第 14 条第１ 項及び同

法施行規則第 16 条第１ 項の規定によ り 次のと おり 公告し ます。  

令和８ 年１ 月 13 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

１  組合の名称 

  森後ハイ ツ マン ショ ン 建替組合 

２  施行マン ショ ン の名称 

  森後ハイ ツ  

３  施行マン ショ ン の敷地の区域 

  神戸市灘区森後町３ 丁目 102 番２ （ 登記簿謄本上の所在及び地番）  

４  施行再建マン ショ ン の敷地の区域 

  神戸市灘区森後町３ 丁目 102 番２ （ 登記簿謄本上の所在及び地番）  

５  事業施行期間 

  組合設立認可公告の日から 令和 11 年９ 月まで 

６  事務所の所在地 

  西宮市池開町４ 丁目 25 番地 

７  設立認可の年月日 

  令和８ 年１ 月 13 日 

８  事業年度 

  毎年４ 月１ 日から 翌年３ 月 31 日まで 

９  公告の方法 

  施行マン ショ ン の敷地内に組合が定めた掲示板に掲示し 、 特に必要がある と き は官報また

は公報に掲載し て行います。  

10 権利変換又は借家権の取得を 希望し ない旨の申出を する こ と ができ る 期限 

  令和８ 年２ 月 12 日（ 公告のあっ た日から 30 日以内）  
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